
→

第４回横浜市会議会のあり方調査会議題

平成１６年８月２４日（火）１５時００分

市会１階小会議室

１指定管理者制度移行後の議会審査方法等の検討について

２インターネット中継の実施形態、実施方法、実施時期等の検討について

資料２

３その他

◎次回日程９月７日（火）１０時から、（場所）市会１階小会議室
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横浜市会議会のあり方調査会報告（第1回）（案）

本調査会は、市会運営委員会の諮問事項のうち、「指定管理者制度移行後の議会審査のあり　ノ

方」について検討し、検討結果をまとめましたので御報告します。

≪指定管理者制度移行後の議会審査のあり方≫

1検討の趣旨

地方自治法の一部改正により、民間事業者等に公の施設の管理運営を委ね、市民にとっ

てよりよいサービスをより低いコストで提供することを目的とし、指定管理者制度が導入

されました。

指定管理者制度では、従前の管理委託制度と比較し、民間事業者等を含めた幅広い団体

が指定管理者の対象となったことや、指定管理者に指定された由体が施設の使用許可等を

行えるようになり、指定管理者が公の施設の管理者となることなどの特色があります。

また、本市においては、平成′18年9月までに、少なくとも約470施設が指定管理者制

度に移行する見込みであること等を考慮すると市民に対する影響も少なくないと予想され

ます。

しかし、改正地方自治法には、議会が指定管理者の事業執行状況（管理業務の実施状況、

料金収入の実績等）をチェックすること亘議会が指定管理者から直接に事業報告を受け

ることなどについて特段の定めが設けられていません。

そこで、卒調査会では、地方自治制度は市長と議会の二元代表制をとるものであり、ま

た、本市において、市民に身近な多くの公の施設に指定管理者制度が導入され、市民に対

する影響も少なくないことなどを考慮すると、指定管理者制度の導入後の公の施設の管理

運営について、より効率的な運営がなされているか、より市民サ」ビスの向上に寄与して

いるかなどの視点から、議会としてどのように関与していくのかという点について検討を

行いました。
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2　検討の結果

指定管理者制度は、新たな制度としてスタートしたところであり、指定管理者制度の今　ノ
後の運営状況や市長の報告の状況などの動向を見ながら、議会としての関与のあり方をど

のように考えていくのかさらに検証していく必要があり女す。

一一一－→

しかしながら、本市会においては、まもなく平成15年度の決算審査が行われようとして

おり、平成15年度から指定管理者制度が導入された7施設については、今回の決算審査か

ら審査の対象となるため、本調査会では、議会が決算審査を行うに当たり、当面の間、市

長に指定管理に係る事業執行の報告（指定管理者から市長に提出された事業報告書の写し

等）を求めることとする、また、委員会審査毎において必要があると認められる場合に、

指定管理者から直接に状況を聴取する手法を、地方自治法の参考人制度の活用等を含めて

検討を進めることとするとの結論に達しました。

なお、この報告は現時点における中間的なものとし、引き続き本調査会で指定管理者制

度移行後の議会の関与のあり方について、検討を続けることで意見の一致を見ました。

平成16年　月　日

横浜市会議会のあり方調査会

座　長　藤代

副座長　木村

“　　森

委　員　横山

“　　古川

“　　仁田

“　　高梨

“　　今野

“　　中島

“　　杉山

耕一（自民党）

久義（公明党）

敏明（民主党）

正人（自民党）

直季（自民党）

昌寿（公明党）

晃嘉（民主党）

典人（みらい）

文雄（共産党）

典子（ネット）
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指定管理者制度について

（管理委託制度（従前）と指定管理者制度における事業執行に対する関与）

①筆理委託制度（従前）においては、公の施設の管理権が市長に留保され、施設の管理業務を受託者に委

託させていたに過ぎなかったため、その施設の管理運営状況について、き義会が施設管理者である市長に

対し、直接チェックすることができた。．．

②指定管理者制度においては、公の施設の管理を指定管理者に施設管理権を含み委託することとなり、事

業執行については市長がチェックすることとなるため、議会が直接、＿＿当喜を施設の管理運営状況につし＿1て、＿

指定管理者から聴取する制度になっていない。

（○×施設の設置・管理）

議　会

ｔ

直接チェック可ｉ｛ｌ｝

・資料請求　ｌ

・委員会答弁等！
ｌ

指定管理者制度

管理業務の委託

＞

委託契約

く

業務報告

管理受託者

（（財）○×協会、○□

公社など公的団体）

・公の施設の管理業務の

受託

■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■●■■■■■●■■｝ｌ＝＝｝＝■事

；①公の施設の管理権限の委任　②民間事業者等への指定管理者の資格の拡大

※声例的に事業執行報芦等がな
される制度となっていない。

■て坩 ・‾－■曳 掠 ‾
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■∴・弄わ

・直接チ＝ツク

し－－－－－－一丁－－－－－－－－－－－－－－－？一一－－－－－－－－－－－－－－－－－1

※施設の管理運営状況について直接チェックできない。



◎インターネット中継の実施について

１第３回調査会（８月６日開催）において確認された事項

ーートう
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本 会 議 及 び 予 算 ・決 算 特 別 委 員 会 と す る 。

：・ヽ←ト１

生 中 継 及 び 録 画 と す る 。

会 議 の す べ て を 中 継 す る 。

ニしｒ≒こ、’－一会 儲＝ ８央晩 ・・

会 言義 の す べ て を 中 継 す る

■
テ ロ ッ プ を 挿 入 す る 。

で き る 限 り 、早 期 に 実 施 す る こ と が 箪 ま し く、予 算 ■決 算 特 別

先 日 Ａ に つ い て は 平 成 １７年 開 催 の 決 算 特 別 天 日 ム を 本 ム

＼二
東 員 ＝ミ 、 芳 一 ゴ亡貝 ＝言 、 コ言

諸 に つ い て は 平 成 １７年 第 ４ 回 定 例 会 を 目 途 に 実 施 す る 。ニｒ・㍉シナ
イモ．■

㌘喜ご
控訴
；．、Ｊ∴：

２指摘のあった事項

（１）現在、モニター放映等の録画．録音を禁止していることとの関係はどうか。

（２）議会だよりに、発言者氏名を掲載していないこととの関係はどうか。

（３）規則の改正など整理を要するものはあるか。

※第３回調査会（８月６日開催）で確認されたインターネット中継に伴う検討課題

項目 ＿検討課題

本会議の審議
方法等のあり方

インターネット中継の実施を踏まえ、市民によりわかりやす
く」かつ議会の関心を高めていく上でも、本会議の運営方法等
について、必要な検討を行う。 ．こ／
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○神奈川県議会インターネット中継ホームページ画面

－＝二二＝＝＝＝…ユ＿＿＿＿二二＿＿．．＿【二＝－　　　　　　　‾　　　　　　　　　‾■‾■■‾‾‾‾

米、イラク軍、サドル師瀬島兵を一斉改善

■■≠■■■＿■‾－■二■‾‾11‾∵‾■■　■■■「　■■‾■‾‾　‾‾　刀‾‾‾■‾‾

ｈｔｔｐ：〟脚梢．叩伐8ｎ瑪洲8．ｊｐんぬｉ／ｐｇんメｌ血ｏｉ／一偏加ｍ

蟄塾賤車重　　　　　　　Ｋ8噸潤柚垣ｍｌ員耶ｂｌｙ
トップページへ戻る

インターネット議会中継

●生中継は、本会議Ｉ
通常午後1時です。

－→

休憩時間中も議壕の様子をそのまま放送します。本会議開会時間は

●録画放送は、生中継終7後2日鎧（土日、休日を除Ｑでこ鴬］圃ナます。

●この議会中継（よ神奈川県議会の公式記録でほありません。

●中継をこ覧になるためにほ、Ｗｉ血憫Ｍ由ｉａＰｂｙｏ“．1以上が必要です．川ｄｏ㈹帖ｄｉａＰｂｙ色ｒ（無信）をタウンロ
ードされる場合ほ⊆ちらからどうぞ

●平成16年6月定例会の生中継、録画放送から囲ｉｎｄｏ雌睦ｄｉ8Ｐｂｙふ形式としました。16年2月定例会までの録
画放送ほ従乗どおり鮎∂ｌ鞘柑詞略式で提供しています。

墓累

蜜匪均一和一議会脚

○平成16年6月定例会　7月13日（火）代表質問
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○横須賀市議会インターネット中継ホームページ画面

→

○平成16年第2固定例会　5月27日（木）一般質問

金剛1引計憎

袖壷壷遠望壷主立｛議事日程｝
磯甲郎年定例会＆邑鼠且臨時会温点

纂2匣ｌ積絹賞市捕食定価ｌ食

緬∨≡ｉ白‾「‾¶′▼‾1‾‾‾ノ’ｒ‖’瓜1ｉｉ福一山‾　Ｔ‾】一】「‾‾⊥‾‾Ｊ毒壷■▲‾一

諒‾一「云議盲‾肝‾皿Ⅵ「「▼‾岬¶て⊥巧兄．月　　　　　　　　　　ｒ

＝二股里見　と原島温子
：一▲†　　＿　＿．≒．．　ウノ．　　　　　　　　　－ｎ

！＝劇慮混　　摩Ｂ鱒人

ニー鱒ず闇　　　木村正孝

戸＝盟麓風　趣しかずこ

一二股麓鼠　　　漉輝美明

云表壷「′‾－｛ｌ｝「妄言㌫Ｊ㌻【‾，】‘

㌻一】　　　　Ｗ　「　‾一】　　　’

比重乱塞　　　蛸稟＃始1号～7∋号

喜妾た染付旺　∃純長　押保冷

忘妄　　÷｛†｝副議長佐漣忠義

妻国。8：03：18

層表口0瓜2≡

…匝遍00加：88

∃

ｒ‾ｉ－
‾三．、諾竺＝　　－と諾　ユニこ■－・・℡芯 二…，き

・喜 ．．
壷 垂箋肇 －

‾‾ｐ整 董妻，「宴・．－

‘謹

∵ ‾ ．

－，＿．㌔岩豆Ｌ－・涼，ご－－、飛′≠鷲Ｌ5廿1も．．－

こ繭 ｉ盛辞書■り油 壷も姦通 音岳虫■ぬ 竜ん

5月27日　一膜質間

「儀有毒「「‾「ｉ盲高森：耶、－「【‾

※欄外に「この議会中継（映像及び音声は横須賀市議会の公式記録ではありません。」の表示ありも



指定管理者制度移行後の議会審査のあり方について
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1　平成15年度には、7施設（地区センター2施設、福祉保健活動拠点1施設、地域

ケアプラザ4施設）で、指定管理者制度が実施されており、′また、これまでの管理委

託の状況から、指定管理者制度移行の期限ゼある平成18年9月までには、約470

施設において、指定管理者制度が実施される見込みです。

2　指定管理者制度においては、

①公の施設の設置及び管理に関する事項に係る条例案の議決

②指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等に係る挙

例案の芸義決

③指定管理者の指定に係る議決

④指定管理者に係る予算、決算の議決′

については、議会が蘭与します。

一方、事業執行の管理においては、

①長が行うこととされて狩り＿、＿議会への報告等が制度化されていなし1

＠議会が、＿確守管理者から直接に事業執行状況を嘩取する制度が設ｌ子られていなし＿1

などの点が指摘されています。｛う｝

市会としては、指定管理者の指定を議決した立場、チェック機関としての立場から、

これらの点にづいてどのように対応するか、調査会で検討を行うています。’

3　平成15年度から指定管理が実施されている7施設については、15年度決算審査

の対象でもあり、本年度については、指定管理者による事業実施状況について決算資

料を求めること

などが考えられます。
′ゴ



（参考）　指定管理者制度の導入状況
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・施 設 の 利 用 関 係

‘ 自 主 事 業 の 企 画 等

■施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理
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・施 設 の 利 用 許 可

・施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理

1 1 2
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・施 設 の 提 供 ・福 確 保 健 サ ー ビ ス 等

・施 設 躁 び 設 備 の 維 持 管 嘩

採 用 4 2 6 ・
7
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・・施 設 の 使 用 許 可

・施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理

・事 業 の 実 施

採 用 2 2
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・事 業 の 実 施 ・

・施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理 ■

採 用 7 7地 域 療

・・乍ヒ’・ご〃ナこｉ．．
∴、1一■Ｊ－、・り一丁1・

研 ；閑 ・，

■■筍
罵声

Ｄ
蠢

嶽 羅 鮮 ＝

・入 所 者 の 処 遇 に 関 す る こ と

・施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理

1 1
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・事 業 の 実 施

・施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理

採 用 1 1
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・診 療 及 び 検 診

・使 用 料 及 び 手 数 料 の 徴 収

※ 指 定 管 理 期 間 が 、 Ｈ 1 7 ．4 ．1 ′）Ｈ 4 7 ．3 ．3 1
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※残り約440施設については、平成18年9月1日までに指定管理者制度を導入（平成17年度、平成18年度
に指定管理者を議決）することとなるため、平成18年度以降の指定管理者から長への事業報告書の提出数は、一
挙に増加すると考えられます。




